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豊田公共職業安定所の通常業務の再開について 

 

令和４年３月 19日（土）から 23日（水）までの間に、豊田公共職業安定所（豊田市

常盤町３－25－７。以下「ハローワーク豊田」という。）の複数の職員が新型コロナウ

イルス感染症に感染していることが判明したため、ハローワーク豊田では、予防的措置

として、22 日（火）から一時的に事務室を臨時閉鎖し、職員全員を自宅待機させ、さ

らに、23日（水）に専門業者による庁舎内全ての消毒措置を十分に行った上で、24日

（木）から専門援助部門（※）以外の課部門において業務を行っているところです。 

ハローワーク豊田では、この度、職員及び利用者の方への感染防止対策の一層の徹底

を図った上で、28 日（月）から通常どおり開庁して全ての課部門において業務を行う

こととしております。 

利用者の皆様方には、事務室の閉鎖期間中、ご迷惑をおかけして申し訳ございませ

ん。 

なお、職員の行動履歴を確認した結果、利用者の方には濃厚接触者はいないと判断し

ておりますが、健康に不安がある方につきましては、念のため最寄りの受診・相談セン

ターやかかりつけ医、地域の相談窓口等までご連絡いただきますようお願いいたしま

す。 

 

（※）障害のある方、外国人の方等の職業相談・職業紹介業務を行う窓口 
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